
BIM/CIM活用に関する実施方針（案）20230201

１．BIM/CIM活用の目的
　BIM/CIMとは、建設事業をデジタル化することにより、関係者のデータ活用・共有を容易にし、事業全体における一連の建設生産・管理システムの効率化を図ることであり、受発注者の生産性向上を目的に、以下のとおり取り組むものとする。
【解説】
　解説には、実施方針の策定に至る背景、今後の見通し、実施方針を補足する事項等を記載しており、本実施方針に基づきBIM/CIM活用するにあたって、参考にしてほしい。
　これまでのBIM/CIMの推進は、３次元モデルを精巧に作ることを中心に検討しており、その成果により効果的な活用方法を見出せた。これからは、発注者が活用目的を明確にし、活用目的を達成できるように３次元モデルを作成する（詳細度、属性情報とも）ことで、費用対効果の高い活用を目指している。また、BIM/CIMの原点はデータ活用・共有による受発注者の生産性向上を目的とするものであり、３次元モデルに限るものではなく、２次元図面や報告書等を含め、用途に応じたデータの使い分けが重要である。
　また、BIM/CIM活用に疑義が生じた場合は、受発注者の生産性向上に資するかに立ち返り考えてもらいたい。

２．実施方針の対象とする範囲
　以下に示す業務・工事に該当するものを対象とする。
· 土木設計業務共通仕様書に基づき実施する設計及び計画業務
· 土木工事共通仕様書に基づく土木工事
· 上記に関連する測量業務及び地質・土質調査業務
ただし、小規模なもの及び災害復旧工事等の緊急性を要する業務・工事等を除く。
なお、これによらず対象以外の業務・工事においても積極的な導入を推進する。
【解説】
　原則として直轄土木工事の全てを対象としているが、小規模なものとして、維持工事を除いている。また、単独の機械設備工事・電気通信設備工事は土木工事共通仕様書に基づく土木工事に含まれておらず、実施方針の対象外である。しかしながら、機械設備工事・電気通信設備工事の一切を扱わないという趣旨ではなく、土木工事との取り合い箇所など関連する箇所については、実施方針の対象に含まれており、３次元モデルの活用等を適切に取り扱うことに留意する。
　

３．３次元モデルの活用
業務・工事ごとに発注者が活用目的を明確にし、受注者が３次元モデルを作成・活用するものとする。業務・工事の特性に応じて「別紙　義務項目、推奨項目の一覧」を参考に受発注者で活用目的等を協議し、取り組むものとする。３次元モデルの作成にあたっては、活用目的を達成できる程度の範囲・精度で作成するものとし、活用目的以外の箇所の作成は問わないものとする。
義務項目については、原則として全ての詳細設計（実施設計）及び工事において活用する。ただし、工事については設計段階等で３次元モデルを作成していることを前提とした活用目的であり、３次元モデルを作成していない場合は活用しなくてもよい。
推奨項目については、業務・工事特性に応じて活用する。特に、大規模な業務・工事や条件が複雑な業務・工事は、推奨項目の活用が有効であり、積極的に活用すること。当面は、対象業務・工事のうち１割で推奨項目を１個以上の項目で活用することを目標に取り組むものとする。
なお、設計図書は２次元図面を使用し、３次元モデルは参考資料として取り扱うものとする。
※対象業務・工事とは、義務項目又は推奨項目を活用した業務・工事を指す。
【解説】
　義務項目については、中小規模の業者等の未経験者でも対応可能な内容として、活用目的を設定している。
　原則として、全ての詳細設計で義務項目を活用するとしているが、修正設計や業務の内容により３次元モデルの活用が見込めない場合において、義務項目を活用しなくてもよい。
全ての詳細設計（実施設計）で３次元モデルが作成されるが、過年度の設計の場合等で３次元モデルを作成していないことがあり、この場合については義務項目の対象外としている。
「別紙　義務項目、推奨項目の一覧」の推奨項目については、これまでの成果を基に一覧にまとめたものであるが、この項目に限るものではなく、その他の活用についても積極的に実施してほしい。

４．３次元モデル作成に必要な経費
　３次元モデルを活用した業務・工事は、３次元モデルの作成、ソフトウェアの調達（損料）等の必要な経費を計上する。
　なお、実施内容及び費用を受発注者で事前協議を行うものとし、当該業務・工事にとって発注者が有効と認めるものに限り、費用計上の対象とする。
【解説】
　これまでどおり見積により費用計上を行うが、３次元モデル作成以外の施工計画の検討等の活用については、すでに業務・工事の費用に含まれているものもあるため、二重計上しないように留意する。また、ソフトウェアの調達費用については、従前から業務・工事にかかる損料（リース料）のみを別途費用計上することとしていることから、DXデータセンターで有償ソフトを利用した場合に限り、別途費用計上することを原則とする。

５．DS（Data-Sharing）の実施（発注者によるデータ共有）
　業務・工事の契約後速やかに、発注者が受注者に設計図書の作成の基となった情報を説明し、受注者が希望する参考資料（電子データを含む）を貸与する。説明に使用する資料は、別紙の記載例を参考に作成するものとする。
【解説】
　説明の作成にあたっては、共通仕様書等による成果物の一覧を参考に、最新の情報を明確にすることに留意する。特に、業務成果が古い場合、修正（変更、追加）が多数行われている事業の場合、管内設計業務等で部分的に修正をしている場合は、検討経緯、資料の新旧等に留意する
貸与資料は成果品だけでなく、公告図等の元データも当然含んでいることに留意する。特に、成果品を基に公告図等を修正した場合は、公告図等を忘れずに貸与することとする。
また、業務等の成果ができるまでには、受注者（作成者、照査者）、発注者（監督職員、検査職員）など多くの確認を経ている。誤った成果は後の工程に重大な影響を与えるため、各々自覚を持って成果の作成に関わってもらいたい。

６．適用時期
　令和５年４月１日以降に公告する業務・工事から適用する。

７．その他
　詳細は、実施要領による。



別紙

○○工事の
設計図書作成の基となった参考資料の説明（例）

　本工事の設計図書の作成にあたっては、以下に示すものを利用しています。
　また、各業務成果の電子データを貸与することができます。

	対象
	説明内容

	設計図
	「R1○○詳細設計業務」と「R2××修正設計業務」を基に作成しています。「R1○○詳細設計業務」を基本としていますが、△△交差点の部分は「R2××修正設計業務」で設計しています。

	中心線測量
	「H30○○測量業務」の成果を利用して作成しています。

	法線測量
	「H30○○測量業務」の成果を利用して作成しています。

	幅杭測量
	「R1○○測量業務」の成果を利用して作成しています。

	地質・土質調査
	「H28○○地質調査業務」の地質調査の成果と「H30××地質調査業務」の地下水調査の成果を利用しています。

	道路中心線
	「H28○○道路予備設計業務」において検討したものを利用しています。

	用地幅杭計画
	「H29○○道路予備設計業務」において検討したものを利用しています。

	堤防法線
	「R2○○河川詳細設計業務」において検討したものを利用しています。

	その他
	





BIM/CIM活用業務実施要領（案）

１．BIM/CIM活用業務
　以下に基づき、３次元モデルを活用する。

１．１　BIM/CIM実施計画書
　３次元モデルの活用について、受発注者で協議し、以下の内容を記載する。
１）活用目的
２）実施内容
３）期待する効果
４）作成・活用する３次元モデル（作成範囲、詳細度、属性情報、取り込む３次元モデル等）
５）３次元モデル作成に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類
６）３次元モデル作成担当者
７）３次元モデルの作成・活用に要する費用
　記載例を載せる予定　DXDCに全て集めて、国はそれを参考にできる仕組みを構築する予定。

１．２　BIM/CIM実施報告書
　BIM/CIM実施計画書に基づく３次元モデルの活用について、以下の内容を記載する。
１）３次元モデル活用の実施概要
２）期待する効果の結果（期待した効果が得られなかった場合の考察含む）
３）作成・活用した３次元モデル（作成範囲、詳細度、属性情報、基準点の情報等）
４）後段階への引継事項（無償ビューワーでの閲覧方法、２次元図面との整合状況等）
５）成果物
６）その他（創意工夫内容、基準要領に関する改善提案、ソフトウェアへの技術開発提案事項等）

１．３　BIM/CIM活用業務の確認
　発注者は、受注者が３次元モデルを作成・活用するにあたって、以下の内容を確認する。
1 活用目的を達成する３次元モデルが作成されているか？
· 測地系、単位系が正しく設定されているか？
· 構造物等が正しい位置に配置されているか？
· 無償ビューワーで３次元モデルを閲覧可能か？
· その他、BIM/CIM実施計画書で予定していた３次元モデルが作成されているか？
2 実施報告書に必要事項が記載されているか？
· 活用の概要、効果の結果等が記載されているか？
· 無償ビューワーでの閲覧方法が記載されているか？（ソフトウェア、閲覧するファイル）
· ２次元図面と３次元モデルの整合箇所が記載されているか？
3 電子成果品が正しく納品されているか？
· BIMCIMフォルダが作成されているか？
· ３次元モデルは、オリジナルデータの他、IFC又はJ-LandXMLのデータ形式で格納されているか？

２．BIM/CIM活用業務の実施方法
２．１　BIM/CIM活用業務の適用方法
BIM/CIM活用業務については、入札公告、入札説明書、特記仕様書等に明記する。
なお、BIM/CIM活用業務は、以下の発注方式を標準とする。
１）発注者指定型
発注者の指定により３次元モデルの活用を行う方式である。
推奨項目を発注者の指定により実施する場合は、発注者指定型を適用する。
なお、詳細設計業務については、原則として義務項目を活用するものとし、発注者指定型を適用する。
２）受注者希望型
契約後において、受注者から３次元モデルの活用希望があった場合に３次元モデルの活用を行う方式である。
発注者指定型を適用するものを除き、全ての業務で受注者希望型を適用する。

２．２　発注における入札公告等
入札公告、入札説明書（業務説明書）、特記仕様書等に以下の記載例を参考に記載する。
【入札公告】（記載例）
「１　業務概要」に以下を記載する。
（番号）本業務は、BIM/CIM活用業務（発注者指定型／受注者希望型）である。

【入札説明書（業務説明書）】（記載例）
「（番号）業務の実施形態」に以下を記載する。
（番号）本業務は、BIM/CIM活用業務（発注者指定型／受注者希望型）である。詳細については、特記仕様書による。

【特記仕様書】（記載例）
第○○条　BIM/CIM活用業務について
本業務は、BIM/CIM活用業務（発注者指定型／受注者希望型）である。
「発注者指定型の場合」
以下に示す活用目的について、３次元モデルを作成し、活用する。詳細については、受発注者で協議し、１～３により実施する。
なお、受注者が希望する場合、発注者が示す活用目的以外の活用を提案することができる。

	活用目的
	活用目的の詳細

	（義務項目）
	

	出来上がり全体イメージの確認
	出来上がりの完成形状を３次元モデルで視覚化することで、関係者で全体イメージの共有を図る。
（例）本業務では、R5年10月頃の地元住民への説明会において、使用することを想定している。

	特定部の確認
（２次元図面の確認補助）
	２次元では表現が難しい箇所を３次元モデルで視覚化することで、関係者の理解促進や２次元図面の精度向上を図る。
（例）本業務では、橋梁の上部工と下部工の接続部分を確認する。
本業務では、道路本体（土工部（トンネル部含む）、橋梁部）の施工にあたり支障となる障害物を確認する。

	（推奨項目）
	

	重ね合わせによる確認
	３次元モデルに複数の情報を重ね合わせて表示することにより、位置関係にずれ、干渉等がないか等を確認する。
（例）本業務では、建築限界及び構造物等と官民境界の位置を確認する。

	現場条件の確認
	３次元モデルに重機等を配置し、近接物の干渉等、施工に支障がないか確認する。
（例）本業務では、重機の搬出入経路及び旋回範囲を確認する。

	施工ステップの確認※任
	一連の施工工程のステップごとの３次元モデルで施工可能かどうかを確認する。
（例）本業務では、橋梁の下部工、上部工等の一連の施工ステップを確認する。

	事業計画の検討※任
	３次元モデルで複数の設計案を作成し、最適な事業計画を検討する。
（例）本業務では、業務範囲内の設計全体を検討する。


※任　発注者は活用することを期待しているが、受注者の対応が困難な場合は、受発注者の協議により活用しなくてもよい項目である。

（参考）３次元モデル作成の目安
	詳細度
	２００～３００程度※1
※1　構造形式がわかるモデル～主構造の形状がわかるモデル

	属性情報※2
※2部材等の名称、規格、仕様等の情報
	オブジェクト分類名※3のみ入力し、その他は任意とする。
※3　道路土構造物、橋梁等の分類の名称



「受注者希望型の場合」
　受注者が希望する場合、発注者が示す活用目的以外の活用を提案することができる。詳細については、受発注者で協議し、１～３により実施する。

　「発注者指定型／受注者希望型」
１　BIM/CIM実施計画書の作成
３次元モデルの活用について、以下の内容について受発注者で協議し、BIM/CIM実施計画書を作成する。内容に変更が生じた場合は、受発注者で協議し、BIM/CIM実施（変更）計画書を作成する。
また、作成したBIM/CIM実施計画書（変更含む）に基づき、本業務を実施する。
１）活用目的
２）実施内容
３）期待する効果
４）作成・活用する３次元モデル（作成範囲、詳細度、属性情報、取り込む３次元モデル等）
５）３次元モデル作成に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類
６）３次元モデル作成担当者
７）３次元モデルの作成・活用に要する費用
２　BIM/CIM実施報告書の作成
BIM/CIM実施計画書に基づく３次元モデルの活用について、以下の内容を記載したBIM/CIM実施報告書を作成する。
１）３次元モデル活用の実施概要
２）期待する効果の結果（期待した効果が得られなかった場合の考察含む）
３）作成・活用した３次元モデル（作成範囲、詳細度、属性情報、基準点の情報等）
４）後段階への引継事項（無償ビューワーでの閲覧方法、２次元図面との整合状況等）
５）成果物
６）その他（創意工夫内容、基準要領に関する改善提案、ソフトウェアへの技術開発提案事項等）
３　成果の納品
　BIM/CIM実施計画書（変更含む）、BIM/CIM実施報告書及び作成した３次元モデルを納品する。

４　貸与資料
　本業務に関連する以下の業務等において作成した３次元モデルがあり、貸与することができる。
・　R2○○業務
・　R3○○業務

３．業務費の積算
　BIM/CIM活用業務による費用は、見積を徴収して積算するものとする。活用の詳細が受注者との協議により決定することを鑑み、受注者からの見積により契約変更で対応する。
　また、受注者の提案は、積極的に受け入れ・活用することを基本とするが、発注者が費用負担するにあたっては、発注者が有効と判断したものに限ることに留意する。


BIM/CIM活用工事実施要領（案）

１．BIM/CIM活用工事
　以下に基づき、３次元モデルを活用する。

１．１　BIM/CIM実施計画書
　３次元モデルの活用について、受発注者で協議し、以下の内容を記載する。
１）活用目的
２）実施内容
３）期待する効果
４）作成・活用する３次元モデル（作成範囲、詳細度、属性情報、取り込む３次元モデル等）
５）３次元モデル作成に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類
６）３次元モデル作成担当者
７）３次元モデルの作成・活用に要する費用
　記載例を載せる予定　DXDCに全て集めて、国はそれを参考にできる仕組みを構築する予定。

１．２　BIM/CIM実施報告書
　BIM/CIM実施計画書に基づく３次元モデルの活用について、以下の内容を記載する。
１）３次元モデル活用の実施概要
２）期待する効果の結果（期待した効果が得られなかった場合の考察含む）
３）作成・活用した３次元モデル（作成範囲、詳細度、属性情報、基準点の情報等）
４）後段階への引継事項（無償ビューワーでの閲覧方法、２次元図面との整合状況等）
５）成果物
６）その他（創意工夫内容、基準要領に関する改善提案、ソフトウェアへの技術開発提案事項等）

１．３　BIM/CIM活用工事の確認
　発注者は、受注者が３次元モデルを作成・活用するにあたって、以下の内容を確認する。
1 活用目的を達成する３次元モデルが作成されているか？
· 測地系、単位系が正しく設定されているか？
· 構造物等が正しい位置に配置されているか？
· 無償ビューワーで３次元モデルを閲覧可能か？
· その他、BIM/CIM実施計画書で予定していた３次元モデルが作成されているか？
2 実施報告書に必要事項が記載されているか？
· 活用の概要、効果の結果等が記載されているか？
· 無償ビューワーでの閲覧方法が記載されているか？（ソフトウェア、閲覧するファイル）
· ２次元図面と３次元モデルの整合箇所が記載されているか？
3 電子成果品が正しく納品されているか？
· BIMCIMフォルダが作成されているか？
· ３次元モデルは、オリジナルデータの他、IFC又はJ-LandXMLのデータ形式で格納されているか？

２．BIM/CIM活用工事の実施方法
２．１　BIM/CIM活用工事の適用方法
BIM/CIM活用工事については、入札公告、入札説明書、特記仕様書等に明記する。
なお、BIM/CIM活用工事は、以下の発注方式を標準とする。
１）発注者指定型
発注者の指定により３次元モデルの活用を行う方式である。
推奨項目を発注者の指定により実施する場合は、発注者指定型を適用する。
なお、詳細設計業務等で作成された３次元モデルがある場合は、原則として義務項目を活用するものとし、発注者指定型を適用する。
２）受注者希望型
契約後において、受注者から３次元モデルの活用希望があった場合に３次元モデルの活用を行う方式である。
発注者指定型を適用するものを除き、全ての工事で受注者希望型を適用する。

２．２　発注における入札公告等
入札公告、入札説明書、特記仕様書等に以下の記載例を参考に記載する。
【入札公告】（記載例）
「１　工事概要」に以下を記載する。
（番号）本工事は、BIM/CIM活用工事（発注者指定型／受注者希望型）である。

【入札説明書】（記載例）
「（番号）工事概要」に以下を記載する。
（番号）本工事は、BIM/CIM活用工事（発注者指定型／受注者希望型）である。詳細については、特記仕様書による。

【特記仕様書】（記載例）
第○○条　BIM/CIM活用工事について
本工事は、BIM/CIM活用工事（発注者指定型／受注者希望型）である。
「発注者指定型の場合」
以下に示す活用目的について、３次元モデルを作成し、活用する。詳細については、受発注者で協議し、１～３により実施する。
なお、受注者が希望する場合、発注者が示す活用目的以外の活用を提案することができる。

	活用目的
	活用目的の詳細

	（義務項目）
	

	施工計画の検討補助
	詳細設計等で作成された３次元モデルを閲覧し、施工計画を検討する際の参考にする。

	２次元図面の理解補助
	詳細設計等で作成された３次元モデルを閲覧し、２次元図面を理解する際の参考にする。

	現場作業員等への説明
	詳細設計で作成された３次元モデルを用いて、現場作業員等に工事の完成イメージ等を説明し、現場作業員等の理解促進を図る。

	（推奨項目）
	

	重ね合わせによる確認
	３次元モデルに複数の情報を重ね合わせて表示することにより、位置関係にずれ、干渉等がないか等を確認する。
（例）本業務では、建築限界及び構造物等と官民境界の位置を確認する。

	現場条件の確認
	３次元モデルに重機等を配置し、近接物の干渉等、施工に支障がないか確認する。
（例）本工事では、重機の搬出入経路及び旋回範囲を確認する。

	施工ステップの確認※任
	一連の施工工程のステップごとの３次元モデルで施工可能かどうかを確認する。
（例）本工事では、交通規制を伴う部分の切り替え、作業スペース等を確認する。
（例）本工事では、工事進捗に伴い変化する仮設及び重機等の作業スペース等を確認する。

	施工管理での活用※任
	３次元モデルとAR、レーザー測量等を組み合わせて、出来形の計測・管理等に活用する。
（例）本工事では、舗装の出来形管理に活用する。


※任　発注者は活用することを期待しているが、受注者の対応が困難な場合は、受発注者の協議により活用しなくてもよい項目である。

（参考）３次元モデル作成の目安【義務項目（閲覧）のみの場合は、削除する】
	詳細度
	２００～３００程度※1
※1　構造形式がわかるモデル～主構造の形状がわかるモデル

	属性情報※2
※2部材等の名称、規格、仕様等の情報
	オブジェクト分類名※3のみ入力し、その他は任意とする。
※3　道路土構造物、橋梁等の分類の名称



「受注者希望型の場合」
　受注者が希望する場合、発注者が示す活用目的以外の活用を提案することができる。詳細については、受発注者で協議し、１～３により実施する。

　「発注者指定型／受注者希望型」
１　BIM/CIM実施計画書の作成
３次元モデルの活用について、以下の内容について受発注者で協議し、BIM/CIM実施計画書を作成する。内容に変更が生じた場合は、受発注者で協議し、BIM/CIM実施（変更）計画書を作成する。
また、作成したBIM/CIM実施計画書（変更含む）に基づき、本工事を実施する。
１）活用目的
２）実施内容
３）期待する効果
４）作成・活用する３次元モデル（作成範囲、詳細度、属性情報、取り込む３次元モデル等）
５）３次元モデル作成に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類
６）３次元モデル作成担当者
７）３次元モデルの作成・活用に要する費用
２　BIM/CIM実施報告書の作成
BIM/CIM実施計画書に基づく３次元モデルの活用について、以下の内容を記載したBIM/CIM実施報告書を作成する。
１）３次元モデル活用の実施概要
２）期待する効果の結果（期待した効果が得られなかった場合の考察含む）
３）作成・活用した３次元モデル（作成範囲、詳細度、属性情報、基準点の情報等）
４）後段階への引継事項（無償ビューワーでの閲覧方法、２次元図面との整合状況等）
５）成果物
６）その他（創意工夫内容、基準要領に関する改善提案、ソフトウェアへの技術開発提案事項等）
３　成果の納品
　BIM/CIM実施計画書（変更含む）、BIM/CIM実施報告書及び作成した３次元モデルを納品する。

４　貸与資料
　本業務に関連する以下の業務等において作成した３次元モデルがあり、貸与することができる。
・　R2○○業務
・　R3○○業務

３．工事費の積算
　BIM/CIM活用工事による費用は、見積を徴収して積算するものとする。活用の詳細が受注者との協議により決定することを鑑み、受注者からの見積により契約変更で対応する。
　また、受注者の提案は、積極的に受け入れ・活用することを基本とするが、発注者が費用負担するにあたっては、発注者が有効と判断したものに限ることに留意する。



BIM/CIM活用監理業務実施要領（案）

１．BIM/CIM活用監理業務
　BIM/CIM活用監理業務は、事業促進PPP、PM、CM等の事業監理（プロジェクトマネジメント）を行う業務等と連携し、複数の業務・工事で作成した３次元モデルを統合・管理し、事業全体の監理に活用する業務である。
以下に基づき、３次元モデルを活用する。

１．１　BIM/CIM実施計画書
　３次元モデルの統合・管理について、受発注者で協議し、以下の内容を記載する。
１）活用目的
２）実施内容
３）期待する効果
４）作成・管理・活用する３次元モデル（作成範囲、詳細度、属性情報、取り込む３次元モデル等）
５）３次元モデル作成・管理に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類
６）３次元モデル作成・管理担当者
７）３次元モデルの作成・管理・活用に要する費用
　記載例を載せる予定　DXDCに全て集めて、国はそれを参考にできる仕組みを構築する予定。

１．２　BIM/CIM実施報告書
　BIM/CIM実施計画書に基づく３次元モデルの活用について、以下の内容を記載する。
１）３次元モデル活用の実施概要
２）期待する効果の結果（期待した効果が得られなかった場合の考察含む）
３）作成・管理・活用した３次元モデル（作成範囲、詳細度、属性情報、基準点の情報等）
４）後段階への引継事項（無償ビューワーでの閲覧方法、２次元図面との整合状況等）
５）成果物
６）その他（創意工夫内容、基準要領に関する改善提案、ソフトウェアへの技術開発提案事項等）

１．３　BIM/CIM活用監理業務の確認
　発注者は、受注者が３次元モデルを作成・管理・活用するにあたって、以下の内容を確認する。
1 活用目的を達成する３次元モデルが作成・管理されているか？
· 測地系、単位系が正しく設定されているか？
· 構造物等が正しい位置に配置されているか？
· 無償ビューワーで３次元モデルを閲覧可能か？
· その他、BIM/CIM実施計画書で予定していた３次元モデルが作成・管理されているか？
2 実施報告書に必要事項が記載されているか？
· 活用の概要、効果の結果等が記載されているか？
· 無償ビューワーでの閲覧方法が記載されているか？（ソフトウェア、閲覧するファイル）
· ２次元図面と３次元モデルの整合箇所が記載されているか？
3 電子成果品が正しく納品されているか？
· BIMCIMフォルダが作成されているか？
· ３次元モデルは、オリジナルデータの他、IFC又はJ-LandXMLのデータ形式で格納されているか？

２．BIM/CIM活用監理業務の実施方法
２．１　BIM/CIM活用監理業務の適用方法
BIM/CIM活用監理業務については、入札公告、入札説明書（業務説明書）、特記仕様書等に明記する。
なお、BIM/CIM活用監理業務は、発注者指定型を標準とする。

２．２　発注における入札公告等
入札公告、入札説明書、特記仕様書等に以下の記載例を参考に記載する。
【入札公告】（記載例）
「１　業務概要」に以下を記載する。
（番号）本業務は、BIM/CIM活用監理業務である。

【入札説明書】（記載例）
「（番号）業務の概要」に以下を記載する。
（番号）本業務は、BIM/CIM活用監理業務である。詳細については、特記仕様書による。

【特記仕様書】（記載例）
第○○条　BIM/CIM活用監理業務について
本業務は、複数の業務・工事で作成した３次元モデルを統合・管理し、事業全体の監理に活用する業務である
詳細については、受発注者で協議し、１～３により実施する。
１　BIM/CIM実施計画書の作成
３次元モデルの統合・管理について、以下の内容について受発注者で協議し、BIM/CIM実施計画書を作成する。内容に変更が生じた場合は、受発注者で協議し、BIM/CIM実施（変更）計画書を作成する。
また、作成したBIM/CIM実施計画書（変更含む）に基づき、本業務を実施する。
１）活用目的
２）実施内容
３）期待する効果
４）作成・管理・活用する３次元モデル（作成範囲、詳細度、属性情報、取り込む３次元モデル等）
５）３次元モデル作成・管理に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類
６）３次元モデル作成・管理担当者
７）３次元モデルの作成・管理・活用に要する費用
２　BIM/CIM実施報告書の作成
BIM/CIM実施計画書に基づく３次元モデルの活用について、以下の内容を記載したBIM/CIM実施報告書を作成する。
１）３次元モデル活用の実施概要
２）期待する効果の結果（期待した効果が得られなかった場合の考察含む）
３）作成・管理・活用した３次元モデル（作成範囲、詳細度、属性情報、基準点の情報等）
４）後段階への引継事項（無償ビューワーでの閲覧方法、２次元図面との整合状況等）
５）成果物
６）その他（創意工夫内容、基準要領に関する改善提案、ソフトウェアへの技術開発提案事項等）
３　成果の納品
　BIM/CIM実施計画書（変更含む）、BIM/CIM実施報告書及び作成・管理した３次元モデルを納品する。

４　３次元モデルの活用を予定する業務・工事
　本業務に関連する以下の業務等において作成した３次元モデルの統合・管理を予定している。
・　R2○○業務
・　R3○○工事

３．業務費の積算
　BIM/CIM活用監理業務による費用は、見積を徴収して積算するものとする。活用の詳細が受注者との協議により決定することを鑑み、受注者からの見積により契約変更で対応する。
　なお、業務におけるBIM/CIM活用監理業務の割合が大きい場合は、事前に見積を徴収し当初予定価格に含めるものとする。
　また、受注者の提案は、積極的に受け入れ・活用することを基本とするが、発注者が費用負担するにあたっては、発注者が有効と判断したものに限ることに留意する。

